
談合情報等対応フロー図（１） 

（電子・郵便入札の開札前に情報を受けたとき） 

（入札開札後、契約締結前に情報を受けたとき） 

        

談 合 情 報  

  

契約締結の保留 

                                                      

公正入札調査委員会 

（調査の必要性の有無） 

                                   

 

 

調査の必要のない場合         調査の必要のある場合 

                    

     

調査・分析 

           

 

公正入札調査委員会 

（契約締結の適否）                                 

  

                

 

 

 

 

 

落札者から誓約書徴取   落札者から誓約書徴取 

  

                                 

契約締結         契約締結         入札無効 

 

 

 

公正取引委員会等への通報 

入札等監視委員会への報告 

  

談合の事実があったとは 

認められない場合 

談合の事実があったと 

認められる場合 

入札等監視委員会 

委員長 
（意見聴取） 

（意見聴取） 

＊再入札の際は、入札参加の資格要件を再検討するとともに、参加

者全員から誓約書を提出させ、入札後に談合等の事実が認めら

れた場合は無効とする旨の警告をした後、執行すること 



談合情報等対応フロー図（2） 

（会場入札の開札前に情報を受けたとき） 

        

談 合 情 報  

                                                     

公正入札調査委員会 

（調査の必要性の有無） 

                                   

 

調査の必要のない場合         調査の必要のある場合 

 

   必要に応じて入札の延期 

調査・分析 

           

公正入札調査委員会 

（入札執行の適否）                                 

  

             

 

 

 

入札執行       警告して入札執行         入札中止 

 

公正入札調査委員会 

（契約締結の適否） 

 

 

 

 

 

落札者から    落札者から 

誓約書徴取    誓約書徴取 

   

契約締結   契約締結        入札無効 

 

 

 

                            公正取引委員会等への通報 

入札等監視委員会への報告 

  

談合の事実があったとは 

認められない場合 

談合の事実があったと 

認められる場合 

入札等監視委員会 

委員長 
（意見聴取） 

（意見聴取） 

談合の事実があったとは 

認められない場合 

談合の事実があったと 

認められる場合 

（意見聴取） 

＊再入札の際は、入札参加の資格要件を再検討するとともに、参加

者全員から誓約書を提出させ、入札後に談合等の事実が認めら

れた場合は無効とする旨の警告をした後、執行すること 



談合情報等対応フロー図（３） 

（契約締結後に情報を受けたとき） 

        

談 合 情 報 

  

                                                     

公正入札調査委員会 

（調査の必要性の有無） 

                                   

 

 

調査の必要のない場合         調査の必要のある場合 

                    

     

調査・分析 

           

 

公正入札調査委員会 

（契約解除の適否）                                 

  

                

 

 

 

 

 

契約者から誓約書徴取   契約者から誓約書徴取 

  

                                 

契約続行         契約続行        契約解除等の協議 

 

 

 

公正取引委員会等への通報 

入札等監視委員会への報告                 

                       

 

 

                       

談合の事実があったとは 

認められない場合 

談合の事実があったと 

認められる場合 

入札等監視委員会 

委員長 
（意見聴取） 

（意見聴取） 

＊再入札の際は、入札参加の資格要件を再検討するとともに、参加

者全員から誓約書を提出させ、入札後に談合等の事実が認めら

れた場合は無効とする旨の警告をした後、執行すること 


